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目的　犯罪被害者支援は，2006年犯罪被害者等基本法の施行により，官民挙げての取り組みが推進
され大幅に進展してきた。2016年 4 月より第 3次犯罪被害者等基本計画が始まり，地方公共団
体等にて，犯罪被害者等に関する専門知識・技能を有する専門職の養成・活用，支援活動にお
ける福祉・心理関係の専門機関等との連携の充実などが喫緊の課題とされている。しかしなが
ら，各部署の担当者の勤務状況や対応姿勢，実際に被害者支援においてどのような連携を行っ
ているかについて把握できていない部分も多い。そこで，犯罪被害者等の対応にあたる部署に
対して全国調査を実施し，その実態と連携における課題を明らかにした。

方法　犯罪被害者等の対応にあたる，全国の①警察・犯罪被害者支援室の担当職員，②民間被害者
支援団体の支援統括責任者，③地方自治体・被害者対応窓口担当者，④医療機関のソーシャル
ワーカー（無作為抽出），⑤女性センターの相談担当者などを対象に，調査協力の依頼書，調
査の実施要領と自記式質問票等を郵送し，紙媒体もしくは電子媒体での回答を依頼した。調査
期間は2017年 5 月 1 日～ 6月 5日であった。

結果　担当者の属性や対応については，被害者担当経験の長い者は警察と民間被害者支援団体に多
い，全担当者の 4割近くは支援・援助の資格を有していたが，市区町村では有資格者が少ない，
面接や付き添い等の直接対応を行っているのは民間被害者支援団体と医療機関で多いことなど
が明らかになった。多機関連携については，全体では仲介型や集中型の支援が多く，中長期支
援は民間被害者支援団体と医療機関で多いが，支援の方針会議等を行ったのは全体の約 4割で
あり，とくに司法関連機関と医療・福祉機関の連携上の分断がみられた。

結論　支援全般を充実させるためには，各機関・団体の被害者対応部署における有資格者の配置や
研修会等を通した専門性の向上が必須であり，多機関連携においてはケアマネジメントの発想
にもとづく体制整備を目指す必要があることが示唆された。

キーワード　犯罪被害者等，被害者支援，多機関連携，生活支援，情報共有

Ⅰ　は　じ　め　に

　犯罪被害者等の問題とは，突如降りかかって
くる被害に対して，心身の問題のみならず，法
の裁きや賠償問題など様々な問題が横たわるこ
とになる。その支援には，警察，医療，司法，
民間被害者支援団体等，様々な関係機関が関わ

るべき多機関連携が必要とされる。
　犯罪被害者支援における福祉職の活用をめ
ぐっては，精神的回復に向けての関与で，一部
の施策が推進されてきた経緯があるが，近年は
犯罪被害者支援を地域で推進するため，地方公
共団体（市区町村）に犯罪被害者等のための総
合的対応窓口が設置されるようになった（平成
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30年 4 月現在の設置率99.7％）。また，犯罪被
害者等基本法1）に基づく第 3 次犯罪被害者等基
本計画（平成28年 4 月から32年度末までの 5か
年計画）2）において，地方公共団体に対し，犯
罪被害者等の生活支援を効果的に行うため，犯
罪被害者支援分野における社会福祉士，精神保
健福祉士および臨床心理士等の専門職の活用を
働き掛けることにもなった。また，犯罪被害者
等が早期に専門職につながり中長期の支援が受
けられるよう，地方公共団体における総合的対
応窓口と関係機関・団体とのさらなる連携・協
力の充実・強化を図っていくこととなり，ます
ます地域の福祉職の関与も求められるように
なってきている。
　しかしながら，実際に各部署がどのように被
害者支援を担い，連携を行っているかについて
把握できていない部分も多い。そこで，犯罪被
害者等の対応にあたる部署の担当者に対して全
国調査を実施し，その実態と連携における課題
を明らかにする。犯罪被害者支援における支援
の実際から，福祉職に求められる役割等を明ら
かにし，今後の犯罪被害者等のための支援の在
り方を模索する。
　なお，本研究では前述した基本法における定
義に従い，「犯罪等」を犯罪およびこれに準ず
る心身に有害な影響を及ぼす行為とし，「犯罪
被害者等」を犯罪等により害を被った者および
その家族または遺族としている。

Ⅱ　方　　　法

（ 1）　対象
　本研究の対象は，犯罪被害者等の対応にあた
る，①警察・犯罪被害者支援室の担当職員，②
民間被害者支援団体の支援統括責任者，③地方
自治体・被害者対応窓口担当者，④医療機関の
ソーシャルワーカー（無作為抽出）および自動
車事故対策機構のコーディネーター，⑤女性セ
ンター等の相談員とした。以下，①～⑤をそれ
ぞれ，「警察」「民間被害者支援団体」「市区町
村」「医療機関」「女性センター等」と略記する
こととする。

（ 2）　調査方法と手順
　調査協力の依頼書，調査の実施要領と自記式
質問票等を郵送し，紙媒体もしくは電子媒体で
の回答を依頼した。調査内容は，回答者の属性
（性別，年代，雇用形態，主な業務，資格の有
無，担当歴等），被害者等に対する支援過程，
連携がうまくいった事例，連携の状況，研修の
有無等についてであった。調査期間は2017年 5
月 1 日～ 6月 5日であった。
　なお，支援過程の項目建ては，平田らの
『ケースマネジメントによる子育て支援コー
ディネート：効果的なサービス提供のために』3）

を参考に，インテーク，アセスメント，プラン
ニング，介入，モニタリング，事後評価・フォ
ローに分類した。それら各過程をどの程度実施
しているかについて， 4段階（「十分してい
る」： 4点，「まあしている」： 3点，「あまりし
ていない」： 2点，「していない」： 1点，「該当
しない」： 0点）で答えてもらい，分析した
（ｔ検定，全項目ｐ＜0.000）。

（ 3）　倫理的配慮
　研究代表者の本務校である「上智大学『人を
対象とする調査』に関する倫理委員会」の承認
を得て「上智大学『人を対象とする調査』に関
するガイドライン」を遵守し，調査の実施にあ
たっては調査依頼の際に調査協力が自由意思に
よるものであることを明確にし，本調査の参加
あるいは不参加により不利益を生じることは全
くないことや調査結果の分析・公表等について，
文書にて詳細な説明を加えた。また，日本社会
福祉学会調査倫理指針を参考に量的調査のデー
タについては個人・組織が特定されないように
数値化して管理保管した。2017年 3 月31日上記
の倫理委員会の承認を得て（承認番号：2016-
88），研究を実施した。

Ⅲ　結　　　果

（ 1）　回答者の属性（表 1）
　調査に回答した者は，335名（男性134名・女
性201名）であった（回収率39.0％）。回答者の



―　 ―8

第66巻第 2号「厚生の指標」2019年 2 月

主な属性別の人数および構成割合を表 1に示し
た。
　その他として，全体の雇用形態は「常勤」
263名（78.5％），「非常勤」66名（19.7％），
「派遣」 6名（1.8％）であった。警察・医療
機関は常勤職員がほぼ 9割以上を占め，民間被
害者支援団体，女性センター等では非常勤職員
が半数近くを占めていた。
　犯罪被害者等担当としての経験年数を機関別
にみると， 5年以上の者は，警察（69.3％）と
民間被害者支援団体（56.0％），医療機関（59.0
％），女性センター等（50.8％）で過半数を占
めたが，市区町村では35.9％であった。 1年未
満の者の占める割合は市区町村が多く，19.4％
であった。

（ 2）　回答者の支援対応状況（表 2）
　回答者の業務を機関別にみると表 2のように
なり，直接対応（面接や付き添い等）は民間被
害者支援団体，医療機関で多く，間接対応（電
話相談，関係機関の調整等）は市区町村で多
かった。
　対応が多い被害事案を 3つ回答してもらった
結果は，多い順に，「DV」138名（48.4％），

「性暴力被害」107名（37.5％），「交通被害」
79名（27.7％），「虐待（児童・障がい者・高
齢）」76名（26.7％），「殺人・傷害致死」67名
（23.5％），「暴行・傷害等被害」58名（20.4％）
などであった。機関ごとに対応事案の特徴があ
り，「DV」の対応は女性センター等や市区町村
において多く，「性暴力被害」は民間被害者支
援団体，警察の順に多く，「殺人・傷害致死」
は警察，民間被害者支援団体の順に多かった。

（ 3）　支援・援助に関連する資格の有無（表 2）
　資格の有無については，表 2のとおりであっ
た。その資格を具体的にみると，警察では臨床
心理士が最多であった。民間被害者支援団体で
は犯罪被害相談員の資格を有している者が多
かった。その他に，社会福祉士や臨床心理士，
産業カウンセラーの資格を有する者もいた。市
区町村においては，社会福祉士や精神保健福祉
士，社会福祉主事を挙げる者が若干名いた。医
療機関においては，社会福祉士を有している者
が半数以上を占め，重複資格として精神保健福
祉士や介護支援専門員等が挙がった。女性セン
ター等では資格は様々で，社会福祉士や保育士，
キャリアコンサルタントや，フェミニストカウ

表 1　調査の回答者
（単位　名）

ｎ ％
性別
　男性 134 40.0
　女性 201 60.0
年代
　20代 32 9.6
　30 70 20.9
　40 100 29.9
　50 66 19.7
　60代以上 67 20.0
所属
　警察 39 11.6
　民間被害者支援団体 50 14.9
　市区町村 139 41.5
　医療機関 44 13.1
　女性センター等 63 18.8
犯罪被害者担当経験年数
該当せず 94 28.1
　 1年未満 27 8.1
　 1－ 3年 84 25.1
　 3－ 5 35 10.4
　 5－10 51 15.2
　10－20 37 11.0
　20年以上 7 2.1

表 2　支援の状況
（単位　名）

ｎ ％ ｎ ％
支援形態
　直接対応 134 47.0 警察 20 54.1

民間被害者支援団体 32 68.1
市区町村 40 36.7
医療機関 28 73.7
女性センター等 14 25.9

　間接対応 151 53.0 警察 17 45.9
民間被害者支援団体 15 31.9
市区町村 69 63.3
医療機関 10 26.3
女性センター等 40 74.1

資格有無
　資格あり 126 37.6 警察 14 35.9

民間被害者支援団体 31 62.0
市区町村 20 14.4
医療機関 42 95.5
女性センター等 19 30.2

　資格なし 209 62.4 警察 25 64.1
民間被害者支援団体 19 38.0
市区町村 119 85.6
医療機関 2 4.5
女性センター等 44 69.8
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ンセラー，臨床心理士等が挙げられた。

（ 4）　支援の各過程の実施度（表 3）
　支援における各過程の実施度についての回答
結果は表 3のとおりであった。支援の初期段階
にあたるインテークやアセスメントは他の段階
に比べて，より実施する傾向にあった。
　支援対応別にみると，直接対応にあたってい
る者の方が，間接対応にあたっている者に比べ，
いずれの過程においても実施度が有意に高かっ
た（ｔ検定，全項目ｐ＜0.000）。また，支援・
援助に関連する有資格者の方が無資格者よりも，
全過程において実施度が有意に高かった（ｔ検
定，全項目ｐ＜0.000）。

（ 5）　担当者の支援におけるソーシャルサポート
　被害者支援において相談できる人の数（ソー
シャルサポート）を尋ねたところ，平均5.93人
±標準偏差5.78（最小 0最高35）であった。
「 3－ 5人」117名（42.1％）が最も多く，「 6
－10人」65名（23.4％），「 1－ 2人」49名
（17.6％）の順に多かった。機関別にみると，
「11名以上」26名（9.4％）がいる一方，「 0
名」も21名（7.6％）存在した。警察の平均は
8.28人，民間被害者支援団体の平均は7.41人，
女性センター等は6.80人と平均値を大きく上
回っていたが，市区町村は4.84人，医療機関は
3.63人と少なかった。医療機関については，相
談できる人の数が「 0人」と回答する者が全体
の25.7％を占めた。
　また，ソーシャルサポートと支援過程の実施

度は相関があった。ソーシャルサポートの平均
である5.9人を境に5.9人以上（ソーシャルサ
ポート高群）と5.9人未満（ソーシャルサポー
ト低群）に分けて比較すると，表 3のとおりで
あり，各過程すべての実施度は，高群が低群よ
り有意に高かった（ｔ検定，全項目ｐ＜0.000）。

（ 6）　犯罪被害者支援に関する研修機会の有無
　被害者支援に関する研修会等に関与（参加あ
るいは運営）する機会が年間でどれぐらいあっ
たか尋ねたところ，全体では「なし」62名
（19.1％），「 1－ 2回」120名（37.0％），「 3
－ 5回」60名（18.5％），「 6－10回」35名
（10.8％），「11回以上」47名（14.5％）であっ
た。
　機関別にみると，警察，民間被害者支援団体
では「11回以上」が最多である一方で，市区町
村では「 1－ 2回」が，医療機関では「なし」
が最多であった。

（ 7）　「連携がうまくいった事例（好連携事
例）」について
①　好連携事例の有無と被害内容
　今まで支援したケースの中で，関係機関・団
体等との連携が比較的うまくいった事例がある

表 3　支援過程の実施度
（単位　点）

全体
対応 資格 ソーシャル

サポート

直接 間接 あり なし 高群 低群
インテーク 2.02 2.43 2.15 2.36 1.82 2.63 1.98
アセスメント 2.71 3.37 2.78 3.46 2.26 3.43 2.71
プランニング 1.41 1.85 1.36 1.84 1.14 1.85 1.35
介入 1.19 1.63 1.08 1.58 0.95 1.66 1.08
モニタリング 1.23 1.79 1.05 1.79 0.89 1.74 1.12
事後評価・フォロー 0.84 1.23 0.67 1.33 0.55 1.21 0.74
注　1）　ｔ検定を実施した。直接対応VS間接対応，資格ありVS資格

なし，ソーシャルサポート高群VSソーシャルサポート低群，
すべての項目でｐ＜0.001。

　　2）　表の数値は平均点である。

表 4　好連携事例における各機関の連携状況
（単位　名）

各機関

連携先

警
察

民
間
被
害
者

支
援
団
体

市
区
町
村

医
療
機
関

女
性
セ
ン
タ
ー
な
ど

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
①警察 25 73.5 33 70.2 42 51.2 5 16.1 13 28.3
②検察庁 16 47.1 27 57.4 1 1.3 0 0.0 2 4.4
③弁護士（会） 17 51.5 31 66.0 10 12.3 1 3.3 8 17.4
④民間被害者支援団体 23 67.6 11 24.4 16 20.0 2 6.7 7 15.9
⑤地方公共団体の犯罪被害相談窓口 11 33.3 15 32.6 18 22.2 1 3.3 8 17.8
⑥法テラス 5 15.2 11 23.4 7 8.6 0 0.0 4 8.9
⑦福祉事務所 5 15.2 8 17.4 28 35.0 7 23.3 10 22.2
⑧障害福祉サービス機関・団体 3 9.1 4 8.7 9 11.3 8 25.8 4 8.9
⑨介護保険サービス機関・団体 0 0.0 1 2.2 4 5.0 9 30.0 1 2.2
⑩保護観察所 1 3.0 2 4.3 0 0.0 1 3.2 0 0.0
⑪保健所・精神保健福祉センター 3 9.1 3 6.5 7 8.8 4 12.9 4 8.9
⑫医療機関 12 35.3 20 41.7 8 10.0 18 60.0 7 15.6
⑬カウンセリング機関 9 27.3 21 44.7 5 6.3 3 10.0 4 9.1
⑭女性センター 2 6.1 4 8.7 18 22.5 2 6.5 20 45.5
⑮当事者団体・自助グループ 4 12.1 3 6.5 1 1.3 3 9.7 1 2.3
注　（ｎ，％：「かなり連携した」割合）
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か尋ねたところ，「うまくいった事例があっ
た」との回答は249名（74.3％），「なかった」
との回答は86名（25.7％）であった。事例がな
かったと回答した者のうち56名（65.1％）は，
市区町村であった。
②　好連携事例での連携先（表 4）

　好連携事例において各機関が「かなり連携し
た機関・団体等」として挙げた割合は，表 4の
とおりであった。警察では「警察（内部）」が
73.5％，その次が「民間被害者支援団体」67.6
％であった。民間被害者支援団体では「警察」
「検察庁」との連携が多かった。市区町村では，
「警察」が最も多く51.2％だったが，他の機関
との連携は低調であった。医療機関では連携先
を挙げる率は高いといえず，「障害福祉サービ
ス機関・団体」25.8％，「福祉事務所」23.3％
となっていた。
③　好連携事例での方針会議やミーティング
等の実施

　好連携事例において連携した他機関・団体等
と方針会議やミーティング等を行ったか尋ねた
ところ，全体では「行った」が104名（42.6％），
「とくに行わなかった」が140名（57.4％）で
あった。方針会議やミーティング等を行った事
例のうち，中心となって調整した（コーディ
ネーター役を担った）と各機関が挙げたのは，
全体では市区町村29名（30.5％），民間被害者
支援団体25名（26.3％），警察24名（25.3％），
女性センター等12名（12.6％），医療機関 5名
（5.3％）であった。
④　好連携事例における支援（連携）の形
（表 5）

　好連携事例における支援の形について，「①
他機関・団体等につなぐことを意識した支援
（仲介型）」「②一定期間，集中的に他の関係機
関・団体等とのやり取りした支援（集中型）」
「③長期間にわたる，被害者のニーズに合わせ
た支援（中長期型）」「その他」のどれに最も近
かったか回答してもらった。その結果は表 5の
とおりであった。
　市区町村は仲介型や集中型が多く，民間被害
者支援団体と医療機関は中長期型が多かった。

Ⅳ　考　　　察

　第 3次基本計画2）では，中長期的な犯罪被害
者等の生活再建の視点が示され，被害者に対し
て生活全般にわたる支援を提供できるよう，継
ぎ目のない支援体制を地方公共団体や民間被害
者支援団体とともに構築することが盛り込まれ
た4）。また，犯罪等により被害を受けた際に適
切な支援にたどり着けるように適切に周知を推
進していく必要があるとされている。
　最近の警察庁の犯罪被害類型別調査5）によれ
ば，「被害者等が支援を受けた／制度を利用し
たことがある機関・団体」について「いずれの
機関・団体の支援も受けていない／制度も使っ
ていない」と回答する割合が77.1％と最も高
かった。大岡の調査6）でも「被害後に公的機関
で相談したか」の問いに，53.0％が「相談しな
かった」と回答しており，支援にまでたどり着
けない被害者が多くいるのが現状といえる。
　生活支援については，「利用者の生活ニーズ
の充足の過程」7），「生活上の困難を解消するた
めの，職業・所得・住居・働く場の確保，暮ら
しの場の確保，地域での暮らしの支え」8），
「人々の生活に関する相談・実践を通して支援
すること」9）などと定義されている。犯罪被害
によって日常生活が突如として成り立たなくな
るのが被害者の置かれる状況であり，上述の定
義にあるような支援過程を保障していく必要が
ある。
　現在，高齢者には介護保険，障害者には障害
者総合支援法に基づく公的なホームヘルプや同
行支援等の提供があるが，日常生活の直接的支
援について犯罪被害者等を対象としたものは存

表 5　好連携事例における各機関の支援（連携）の形
（単位　名）

仲介型 集中型 中長期型 その他

ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％ ｎ ％
全体 82 35.8 66 28.8 73 31.9 8 3.5
警察 11 34.4 10 31.3 11 34.4 0 0.0
民間被害者支援団体 6 13.6 15 34.1 21 47.7 2 4.5
市町村 31 39.7 27 34.6 15 19.2 5 6.4
医療機関 8 26.7 8 26.7 13 43.3 1 3.3
女性センター等 26 57.8 6 13.3 13 28.9 0 0.0
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在していない。地方公共団体には，犯罪被害者
等のための条例を制定し，具体的な生活支援と
してホームヘルプ制度や育児支援等の導入を図
るところも出てきたものの，利用するにあたっ
て時期や条件の制約があり決して使いやすい制
度設計にはなっていない。それら福祉サービス
の提供窓口となる市区町村の実態をみると，本
研究結果からは，担当者は有資格者が非常に少
なく，また仲介型や集中型の支援で終わること
が多く，被害者のニーズに寄り添った中長期の
支援は行われていない傾向にあることが明らか
となった。
　本来，生活支援に絡む様々な福祉サービスに
ついて見通しをもって提供できるのは，基礎自
治体の市区町村である。「役所で相談できると
は思わなかった」と語る被害者はまだ多い。各
市区町村の対応窓口は，被害者にとって身近な
相談先として支援の充実を図るべきである。そ
のためには，被害者対応窓口に対人援助の専門
職を置くこと，担当者の専門性向上に向けて研
修への参加を促すこと，さらに窓口に関する周
知の徹底・広報の工夫など，もっと検討する必
要があろう。
　また，複合的なニーズを一挙に抱えることに
なる被害者等の支援において，多機関連携は欠
かせない。現在の被害者支援体制においては，
高齢者や障害者福祉分野と異なり，ケアマネジ
メント等の仕組みがなく，中心となって支援の
コーディネートを行う機関が法的に定められて
いない。本研究結果からはそれぞれの機関が
コーディネーター的な役割を担って臨機応変に
対応しており，他機関・団体と連携するための
方針会議等を常に行う体制は不十分である様子
が読み取れた。
　Kusserow10）は，“保健・教育・福祉の分野に
おける行政サービスの統合” とは，地域レベル
の人々に対するサービスの提供の組織方法であ
り，既存の取り組みや資源の枠内でよりよい活
動を行うために事業を合理化したりするもので
あると述べている。つまり，犯罪被害者支援に
あてはめると，司法や医療・福祉が連携するこ
とは，被害者のための合理化されたよりよい営

みとなるものである。
　例えば，横浜市が展開した関係機関の連携を
『見える化』する事業においては，司法や医
療・福祉の他機関他職種が協働してケース検討
に取り組むことにより，被害者等の多様なニー
ズの把握とサービスのコーディネートの重要性
を認識することができるようになったことが報
告されている11）。多機関における連携支援を志
向していく姿勢が支援のコーディネートの必要
性を認識させ，支援を効率的に進めることにつ
ながったという。日頃からケース検討会議など
を通して，各関係機関の役割や特性，責任を理
解し明確にしておくことが多機関連携の体制整
備のための一歩といえよう。

Ⅴ　お　わ　り　に

　本研究では，犯罪被害者支援における多機関
連携に関する全国調査の結果データから，各部
署の担当者の専門性や対応状況，他機関・団体
との連携の現状を明らかにした。官民挙げて被
害者支援体制の改善・向上に取り組むように
なったにもかかわらず，支援を担う機関・団体
を網羅した実態調査は今までほとんど実施され
てこなかった。今回のデータ分析によって現状
の大枠と課題を浮き彫りにできたと考える。今
後の分析上の課題としては，機関・団体別の支
援特性と連携状況の関連，被害類型別に必要と
される連携体制の明確化などが挙げられる。
　繰り返しになるが，支援・援助に関連する資
格を有する者はより専門的な支援ができ，ソー
シャルサポートも高い傾向が明らかであり，市
区町村をはじめとする各機関の被害者対応部署
における有資格者の配置を強く求めたい。そし
て，研修機会を増やすなど被害者支援の専門性
の向上についてもさらに取り組むことが望まれ
る。専門性が高まることによって，周知も含む
支援全般が充実していくからである。また，多
機関連携においてはケアマネジメントの発想に
もとづく体制整備を目指す必要がある。そのた
めには関連機関・団体間で各々の役割や責任を
確認し合う会議やケース検討会を重ねること，
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司法関連機関と医療・福祉機関の連携上の分断
を解消するため，情報共有の方策を練ることな
どが求められよう。

謝辞
　本調査にご協力いただいた回答者の方々に感
謝いたします。なお，本調査は日本学術振興会
科学調査費助成事業基盤調査（Ｃ）（課題番号
16K04185）の一部として実施したものである。

文　　　献
1 ）警察庁．犯罪被害者等基本法．警察庁ホームページ．

（https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kuwashiku/

kihon/kihon.html）2018.10.31．

2 ）警察庁．犯罪被害者等基本計画．警察庁ホームペー

ジ．（https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kuwashi 

ku/keikaku/keikaku.html）2018.10.31．

3 ）平田祐子．ケースマネジメントによる子育て支援

コーディネート：効果的なサービス提供のために．

京都：ミネルヴァ書房．2015．

4 ）安田貴彦．犯罪被害者支援の現状と今後の課題．

井田良・川出敏裕・高橋則夫他編．新時代の刑事

法学．東京：信山社．2016：402-41．

5 ）警察庁犯罪被害者等施策担当参事官室．平成29年

度　犯罪被害類型別調査　調査結果報告書．2018．

6 ）大岡由佳，大塚淳子，岸川洋紀，他．犯罪被害者

等の実態から見えてくる暮らしの支援の必要性，

厚生の指標．2016：63（11），23-31．

7 ）黒澤貞夫．生活支援とは何か．介護福祉．2002：

45，7-24．

8 ）蜂矢英彦．精神障害者の社会参加への援助．東京：

金剛出版．1991．

9 ）谷中輝雄．生活支援．埼玉：やどかり出版．1996．

10）Kusserow, R.P：Services Integration：A twenty 

Year Retrospective, Washington：Department of 

Health and Human Services. Office of Inspector 

General, 1991．

11）木本克己，大塚淳子，岡庭陽子，他．地域における

犯罪被害者等支援体制の整備促進に向けた取り組み

報告（会議録）．精神保健福祉．2018：49（ 1 ），67．



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


